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加美町社協ケアサポートセンター運営規程 

 

（事業の目的） 

第１条 社会福祉法人加美町社会福祉協議会が開設する加美町社協ケアサポートセンタ

ー（以下「事業所」という。）が行う指定居宅介護支援の事業（以下「事業」という。）

の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、介護支援専門

員が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供

することを目的とする。 

 （運営の方針） 

第２条 指定居宅介護支援事業は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が

可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで

きるように配慮して実施する。 

２ 指定居宅介護支援事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、

利用者の選択に基づき、適切な保健・医療・福祉サービスが、多様な事業者から、総合

的かつ効率的に提供されるように配慮して実施する。 

３ 指定居宅介護支援事業は、その提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、

常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等特定の居宅サービ

ス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行わなければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、他の指

定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めなければならない。 

５ 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとと

もに、職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずる。 

６ 事業所は、誰であっても、誰からも、ハラスメントを受けることがない介護サービス 

 の提供及び職場環境の整備のために必要な措置を講ずる。 

（事業所の名称等） 

第３条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

（１）名称  加美町社協ケアサポートセンター 

（２）所在地 加美町字大門１１０番地１ 

 （職員の職種、員数及び職務内容） 

第４条 事業所に勤務する職員の職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。 

（１）管理者 １名（主任介護支援専門員） 

   管理者は、事業所の職員を指導監督し、業務管理を一元的に行う。 

（２）介護支援専門員 ５名以上（内１名管理者兼務） 

   介護支援専門員は、事業所に対する指定居宅介護支援の利用の申込みに係る調整及

び訪問調査並びに居宅介護サービス計画の作成等の指定居宅介護支援業務を行う。 

 （営業日及び営業時間） 

第５条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

（１）営 業 日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、１２月２９日から

１月３日までを除く。 
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（２）営業時間 午前８時３０分から午後５時１５分までとする。ただし、電話等により

２４時間常時連絡が可能な体制とする。 

（指定居宅介護支援の提供方法及び内容） 

第６条 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成１１年度厚生省 

令第３８号）に基づいて、指定居宅介護支援業務を行うものとする。 

２ 介護支援専門員は、居宅要介護者等が指定居宅サービス等の利用等をすることができ

るよう、当該要介護者等の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当

該要介護者等及び家族等を勘案し、居宅サービス計画を作成するとともに、その計画に

基づく居宅サービス等の提供が確保されるよう、指定居宅サービス事業者等との連絡調

整その他の便宜の提供を行い、及び当該要介護者が介護保険施設への入所を希望する場

合にあっては、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う。 

３ 前項の居宅サービス計画作成にあたっては、事業所内の相談室等で利用者の相談を受

けた上で、利用者の状況により全国社会福祉協議会方式等により課題分析を行い、原案

を作成するものとする。 

  また、事業所内会議室等においてサービス担当者会議を開催して内容の検討を行うほ

か、居宅サービス計画作成後は原則として１月に１度、居宅を訪問することにより計画

の検証、利用者の状況把握に努めるものとする。 

（利用料その他の費用の額） 

第７条 指定居宅介護支援を提供し、居宅サービス計画を作成した場合の利用料の額は、

厚生労働大臣が定める基準によるものとする。 

２ 区域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費相当額を徴収する。

なお、自動車を使用した場合の交通費は、通常の事業の実施地域から1kmを超える毎に3

7円で積算した額を交通費として徴収する。 

３ 利用者が、当該利用者に関する記録の複写物の交付を受ける際には、その実費相当額

を徴収する。なお、1枚あたり10円で積算した額をコピー代として徴収する。 

４ 前２項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説

明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名を受けることとする。 

（通常の事業の実施地域） 

第８条 通常の事業の実施地域は、加美町の区域とする。 

（事故発生時の対応） 

第９条 介護支援専門員は、要介護者等に対する指定居宅介護支援の提供により事故が 

発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族などに連絡を行うとともに、必要 

な措置を講じなければならない。 

（人権の擁護及び虐待の防止のための措置） 

第１０条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとす

る。 

（１）人権の擁護、虐待の防止等に関する責任者を選定し、定期的に開催される虐待防止委員

会での結果について、従業者に周知徹底を図る 
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（２）虐待の防止のための指針を整備する 

（３）成年後見制度の利用支援 

（４）苦情解決体制の整備 

（５）従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施 

（６）その他、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため必要な措置 

（身体拘束等の禁止） 

第１１条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身 

体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限 

する行為（以下「身体拘束等」という。）を行わない。 

２ 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用 

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。 

３ 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。 

（１）定期的に開催される虐待防止委員会での結果について、職員に周知徹底を図る 

（２）身体拘束等の適正化のための指針を整備する 

（３）職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する 

（衛生管理等） 

第１２条 事業所は、職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行う。 

２ 事業所は、当事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努める。 

３ 事業所は、感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講ず

る。 

（１）事業所における感染対策委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、

職員に周知徹底を図る 

（２）事業所における感染対策指針を整備する 

（３）事業所において、職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓

練を定期的に実施する 

（職場におけるハラスメントへの対応） 

第１３条 事業所は、適切なサービスの提供を確保するために、職場におけるあらゆるハ 

ラスメントに対して、以下の措置を講ずる。なお、当該ハラスメントには、利用者及び 

その家族等から職員に対する著しい迷惑行為を含む。 

（１）ハラスメントに関する方針を明確化し、管理・監督者を含む職員に対してその方針

を周知・啓発する 

（２）利用者、職員等及び家族等からのハラスメントにかかる相談、苦情に応じ、適切に

対応するために必要な体制を整備する 

（業務継続計画の策定等） 

第１４条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提 

供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画

（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ず

る。 

２ 事業所は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓

練を定期的に実施する。 

３ 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更

を行う。 

（掲示） 

第１５条 事業所は、当事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制そ

の他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示するととも

に、社会福祉法人加美町社会福祉協議会のホームページに掲載する。 

２ 事業所は、前項に規定する事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをい
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つでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることがで

きる。 

（その他運営についての留意事項） 

第１６条 事業所は、介護支援専門員の質的向上を図るため、随時研修会を行うとともに、

業務体制を整備する。 

２ 事業所は、すべての職員（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保

険法第８条第２項に規定する政令で定めるもの等の資格を有するものその他これに類

するものを除く。）に対し、認知症介護にかかる基礎的な研修を受講させるために必要な

措置を講じる。 

３ 従事者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

４ 従事者であった者に、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持させるため、従事

者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従事者との雇用契約の

内容とする。 

５ この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は、事業所管理者と社会福祉法人

加美町社会福祉協議会との協議に基づいて定めるものとする。 

 

 

   附 則 

 この規程は、平成１６年１２月１日から施行する。  

   附 則 

 この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２２年８月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２５年６月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２７年７月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２８年１月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２８年５月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２８年８月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２９年１月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 
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   附 則 

 この規程は、平成３０年５月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成３０年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成３０年１１月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、令和元年５月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和３年１０月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 


